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電力・ガス取引監視等委員会について

⚫ 委員会は、電力・ガスの自由化に当たり、市場の監視機能等を強化し、健全な競争を確保するため２０１５年に設立

された、経済産業大臣直属の組織。

⚫ 委員会は、委員長（横山 明彦 東京大学 名誉教授）及び委員４名で構成。

⚫ 事務局は、本省約８０名、地方局約６０名。弁護士や公認会計士等の外部の専門人材を積極的に採用。

電力・ガス取引監視等委員会

経済産業大臣

経済産業局

北海道経済産業局 電力・ガス取引監視室

東北経済産業局 電力・ガス取引監視室

関東経済産業局 電力・ガス取引監視室

中部経済産業局 電力・ガス取引監視室

近畿経済産業局 電力・ガス取引監視室

中国経済産業局 電力・ガス取引監視室

四国経済産業局 電力・ガス取引監視室

九州経済産業局 電力・ガス取引監視室

沖縄総合事務局 経済産業部電力・ガス取引監視室

電力ガス事業北陸支局 電力・ガス取引監視室

⚫ 事務局長

総務課

取引監視課

ネットワーク事業制度企画室

事務局

取引制度企画室

ネットワーク事業監視課

指揮・監督

（地方）

総合監査室
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委員長・委員の構成等

⚫ 委員長及び委員は、電気事業法上、法律、経済、金融又は工学の専門的な知識と経験を有し、その職務に関し、公正か

つ中立な判断をすることができる者のうちから、経済産業大臣が任命（直近では、本年9月1日に任命。任期は３年。）。

⚫ 委員長及び委員は、同法上、独立して職権を行使することとされている。

横山 明彦 武田 邦宣 岩船 由美子 村松 久美子 松村 敏弘

(委員長) （委員長代理）

【工学】
東京大学
名誉教授

【工学】
東京大学

生産技術研究所
教授

【法律】
大阪大学

大学院法学研究科長・
法学部長

教授

【会計】
PwC Japan

有限責任監査法人
ディレクター

公認会計士

【経済】
東京大学

社会科学研究所

教授
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電力・ガス取引監視等委員会の役割

⚫ 委員長は、法律に基づき、電力・ガスの適正取引の監視や、ネットワーク部門の中立性確保のための規

制等を厳正に実施。

⚫ また、ガイドラインなどのルール整備にも取り組む。

①競争促進や消費者保護のルールづくり

→必要に応じ、経済産業大臣への建議等を行う

＜例＞

• 各種ガイドラインの作成

• 電力・ガス改革の詳細制度設計

• 競争状況の評価や市場活性化策の検討

②広報・消費者保護の取組

＜例＞

• 消費者や事業者向けの周知、相談の受付

• 国民生活センター等との連携

• 世界のエネルギー規制機関との連携

①不適正な行為の監視（報告徴収、立入検査等）

→必要に応じ、事業者への勧告等を行う

＜例＞

• 消費者被害、新規参入者の阻害、取引所におけるイ
ンサイダー取引や相場操縦

• 送配電部門による中立性を欠く行為 

②料金等の審査

＜例＞

• 託送料金や経過措置小売料金の審査及び事後評価

• 小売事業者の登録の審査

厳正な取引等の監視 ルールの整備等
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電力・ガス取引監視等委員会・専門会合の構成
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１．電気料金制度の全体像

２．規制料金制度について

３．規制料金制度に関する直近の動き
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電力供給の仕組み

⚫ 電力は、【発電所→送電線→変電所→配電線】の経路をたどって、各ご家庭まで供給される。

⚫ また、電力の供給システムは、①発電部門、②送配電部門、③小売部門の大まかに３つの部門に分類さ

れている。
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これまでの日本の電力制度改革の歩み

⚫ 日本の電気事業制度は、1995年以降2015年までに、発電部門における競争原理の導入や小売部門の

自由化対象の順次拡大など、５段階の改革を実施。
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電力システム改革（第五次制度改革）の全体像

①安定供給の確保②電気料金の最大限の抑制③需要家の選択肢や事業者の事業機会の拡大等を目的に、

1995年以降、段階的に電力システム改革を実施。

⚫ 送配電事業 → 従来型の規制存置（許可制、地域独占、総括原価、需給調整責任）

⚫ 小売事業 → 自由化（登録制、供給力確保義務）＋電取委※を通じた適正な競争の確保

⚫ 発電事業 → 自由化（届出制、経産大臣の供給命令に従う義務）＋供給計画を通じた供給力全体の管理

※電力・ガス取引
監視等委員会
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電力の小売全面自由化の経緯
⚫ 2000年以降、電力小売について段階的に自由化（新規参入）が進められてきた。

⚫ 2016年4月からは、一般家庭やコンビニ等を含めた全ての需要家が、電力会社や料金メニューを自由に

選択できるようになった。ただし、需要家保護の観点から、規制料金が残されている。
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１．電気料金制度の全体像

２．規制料金制度について

３．規制料金制度に関する直近の動き



12

規制料金（特定小売供給約款料金）の位置づけ
⚫ 2016年4月の電力小売全面自由化に際しては、大手電力会社による「規制なき独占」に陥る事態を防ぐ

ため、低圧需要家向けの小売規制料金について経過措置を講じることとされた。

⚫ 当該経過措置は、2020年3月末をもって撤廃されたものの、同年4月以降は、「電気の使用者の利益を

保護する必要性が特に高いと認められるもの」として経済産業大臣が指定した大手電力会社の供給区域

において、引き続き、規制料金（特定小売供給約款料金）が存続されている。

⚫ 大手電力会社は、規制料金について、電気事業法等の一部を改正する法律（平成26年法律第72号。以

下「改正法」という。）附則に基づいて特定小売供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けることが

必要であり、これを変更しようとするときも、認可が必要である。

⚫ また、改正法附則において、経済産業大臣は、申請のあった特定小売供給約款が以下のいずれにも適合

していると認めるときは、認可をしなければならないこととされている。

  ①料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。

②料金が供給の種類により定率又は定額をもって明確に定められていること。

③みなし小売電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の

  工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

④特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
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（参考）電気事業法等の一部を改正する法律（平成26年法律第72号）附則（抜粋）

（みなし小売電気事業者の特定小売供給約款）

第十八条 みなし小売電気事業者は、附則第十六条第一項の義務を負う間、特定小売供給に係る料金

その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、特定小売供給約款を定め、経済

産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

２ 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項

の認可をしなければならない。

一 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。

二 料金が供給の種類により定率又は定額をもって明確に定められていること。

三 みなし小売電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び

配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

３～８ （略）
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（参考）電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令
（平成二十七年経済産業省令第五十六号）（抜粋）

（特定小売供給約款の認可の申請）

第二十一条 （略）

２ 平成二十六年改正法附則第十八条第一項の規定により特定小売供給約款の変更の認可を受けようとする者は、様式

第十七の特定小売供給約款変更認可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

一 変更を必要とする理由を記載した書類

二 変更しようとする部分を明らかにした変更前の特定小売供給約款

三 第二十条第四号の事項の変更（電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成二十

 三年法律第百八号）第三十六条第一項に規定する賦課金の額（以下「賦課金額」という。）若しくはその額に係る

表示若しくは請求の方法のみの変更（以下「賦課金額のみの変更」という。）又は消費税及び地方消費税に相当す

る額（以下「消費税等相当額」という。）若しくはその額に係る表示若しくは請求の方法のみの変更（以下「消費

税等相当額のみの変更」という。）を除く。）をしようとする場合にあっては、みなし小売電気事業者特定小売供

給約款料金算定規則の規定に基づいて作成した書類

四 第二十条第五号又は第六号の事項を変更しようとする場合にあっては、電気の使用者の負担となるものの金額の

算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
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規制料金（特定小売供給約款料金）の認可手続
⚫ 電気事業法等の一部を改正する法律（平成26年法律第72号）附則第18条第1項に基づき、大手電力会

社から規制料金の改定申請が行われた場合、以下のフローに基づいて、認可に向けた手続が行われるこ

ととなる。
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（参考）電気事業法等の一部を改正する法律（平成26年法律第72号）附則（抜粋）

（公聴会）

第二十二条 経済産業大臣は、附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる

旧電気事業法第二十三条第三項（特定小売供給約款に係るものに限る。）又は附則第十七条第一項

（指定旧供給区域の増加に係るものに限る。）、第十八条第一項若しくは第二十条第一項の規定に

よる処分をしようとするときは、公聴会を開き、広く一般の意見を聴かなければならない。

第二十五条の五 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければ

ならない。

一 附則第九条第一項若しくは第四項、第十八条第一項又は第二十条第一項若しくは第四項の認可

をしようとするとき。

二～六 （略）

２ （略）
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規制料金（特定小売供給約款料金）の算定・審査フロー
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当委員会の対応（原価算定期間終了後の事後評価）
⚫ みなし小売電気事業者10社の電気小売経過措置料金については、電気事業法に基づき、経済産業大臣が、

原価算定期間終了後に毎年度、規制部門の電気事業利益率が必要以上に⾼くなっていないかなどを確認

する事後評価を行うこととなっている。

⚫ 電気小売経過措置料金の事後評価に際しては、電気事業法等の一部を改正する法律附則に基づく経済産

業大臣の処分に係る審査基準等（20160325資第12号）第２（６）⑤に基づき、以下の基準に沿って確

認を行うこととされている。



経営効率化の概要・関係法令における規定
⚫ 電気事業法等の一部を改正する法律（改正法）附則では、規制料金（特定小売供給約款料金）が「能率

的な経営の下における適正な原価」に基づくことを認可の条件としており、各費用の性格に応じて、適

切な経営効率化を織り込んだ原価査定を行う。

19
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電気料金を構成する各費目の分類
分類① 分類② 分類③

変動的な費目
固定的な費目のうち、

法令・契約・外部要因等による制約を受ける費目
固定的な費目のうち、
分類②を除いた費目

燃料費 公租公課 人件費（給料手当など）

廃棄物処理費 補償費 修繕費

他社購入電源費 賃借料 委託費

他社販売電源料 損害保険料 普及開発関係費

原子力損害賠償資金補助法一般負担金 養成費

原賠・廃炉等支援機構一般負担金 研究費

使用済燃料再処理等拠出金発電費 減価償却費

特定放射性廃棄物処分費 固定資産除却費

原子力発電施設解体費 消耗品費

原子力廃止関連仮勘定償却費 諸費

非化石証書購入費 建設分担関連費振替額（貸方）

貸倒損 附帯事業営業費用分担関連費振替額（貸方）

電力費振替勘定（貸方） 開発費、同償却

共有設備費等分担額、同（貸方）

株式交付費、同償却

社債発行費、同償却

電気事業報酬



ヤードスティック査定（YS査定）と効率化係数による査定との関係

⚫ 各費目について、ヤードスティック査定と、効率化係数による査定との基本的な使い分けのフローは下

図のとおりである。

21
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（参考）効率化係数の設定の考え方
⚫ 前述のとおり、効率化係数は、「効率化の深掘りの余地」を推定し、査定に用いる係数である。

⚫ 効率化係数の設定にあたっては、まず、以下の視点を踏まえることが考えられる。

① 自社の過去水準と比較して、妥当な水準であるか。

② コスト効率の良い他事業者（ベンチマーク）と比較して、妥当な水準であるか。

⚫ その上で、ベンチマークに満足すること無く、継続的な効率化を促していくことも重要である。

⚫ 上記の視点を踏まえ、以下の考え方に基づき、発電部門・販売部門の効率化係数を算定した。

  ① 自社の過去水準と同等の水準まで効率化を求める。

  ② ①に加え、費用水準の上位（発電部門については上位1～4位、販売部門については上位1～5位）の平均値をベンチ

マークとして、激変緩和の観点（50％）も加味しつつ、効率化の深掘りを求める。

  ③ さらに、2023年1月の経済財政諮問会議で、内閣府から提出された「中長期の経済財政に関する試算」において、成

長実現ケースとして試算したシナリオで、全要素生産性（TFP）の上昇率を年1.4%としていることを参考に、継続

的な効率化として年1.4%を求める。

  ④ ①～③を基に計算した効率化について、原価算定期間（3年間）で達成する。

⚫ なお、今回の効率化係数の算定に当たっては、事業者間で、料金原価への効率化の織り込みの考え方などが異なってい

るため、公平性・透明性を担保する観点から、各事業者の過去の実績値を用いることで、恣意性を排除することとした。

特定小売供給約款の変更認可申請に係る査定方針より抜粋
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（参考）効率化係数の設定方法（イメージ） 特定小売供給約款の変更認可
申請に係る査定方針より抜粋
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（参考）ヤードスティック査定（比較査定）の概要
⚫ ヤードスティック査定（比較査定）は、みなし小売電気事業者に効率化努力を促すための制度であり、料金審査要領に

おいて、以下の方法に基づき行うこととされている。

✓ 一般経費※について、その適正性を審査した上で、電源部門及び非電源部門に区分し、各部門において、➀原価算定
期間中の単価水準（一般経費の単価水準（円／kWh））と、②単価変化率（一般経費の単価水準の前回改定からの
変化率（％））を算定する。

※役員給与、給料手当、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、廃棄物処理費、消耗品費、補償費、賃借料、委託費、損害保険料、普
及開発関係費、養成費、研究費、諸費、貸倒損など。

✓ 上記の単価水準及び単価変化率は、事業者間の相対比較※によって点数評価した上で、各事業者をグループⅠからⅢ
に分類し、グループⅡ及びⅢに区分される申請事業者について、それぞれの査定率に応じた額を「効率化努力目標
額」として査定する。

※単価水準及び単価変化率の比較は、申請事業者及びそれ以外の事業者（比較事業者）が認可を受けた原価又は届け出た原価等を基に行う。

✓ 「効率化努力目標額」は、適正性を審査した一般経費のうち、個別査定を行わない経費の電源部門及び非電源部門ご
との額に査定率を乗じて算定する。なお、査定率は、料金審査要領で次のとおり定められている。

特定小売供給約款の変更認可
申請に係る査定方針より抜粋

区分 区分基準点数 効率化努力目標額の設定

グループⅠ 121点以上200点以下 0円とする。

グループⅡ 79点以上120点以下 査定率を1.5%とする。

グループⅢ 0点以上78点以下 査定率を3.0％とする。
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各事業者の申請概要及び査定結果
⚫ 2023年5月の規制料金改定について、当初申請の概要及び査定結果は、以下のとおり。
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１．電気料金制度の全体像

２．規制料金制度について

３．規制料金制度に関する直近の動き
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３．規制料金制度に関する直近の動き

（１）調達改善に向けたフォローアップ

（２）規制料金の審査ルール改正に関する建議
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消費者庁協議における消費者庁からの回答（抜粋）
（前略）今回の対応において不十分であると考えられる点に係る改善のポイントを以下のとおり示す。こ

のポイントを踏まえ、自由化によっても変わらなかった仕組みの在り方の変革、課題の解決に向けた体制

の改革が進められることを前提に協議案を了承する。

⚫ 適正な原価水準の定量的な評価等が可能となるよう、審査体制の強化を図ること。

⚫ 今回の協議プロセスにおいて、不正事案の影響の検証も含め、各電力会社のコスト効率化の取組を

フォローアップする枠組みを新たに設けることが提案されたところ、これまでに指摘した、ミクロの実

態を踏まえた検証の必要性や調達に係る有識者の知見の活用の必要性などを十分に踏まえたものとする

こと。また、消費者の意見が適切に反映されるようにする観点からも消費者庁の参画の上で検討を行う

こと。その際、透明性が確保されるよう、検討の過程を公開すること。

⚫ 今回の料金審査の過程において見直しの必要性が指摘されている「みなし小売電気事業者特定小売供給

約款料金審査要領」等の検討や、経過措置料金規制の解除に係る検討には、その検討段階から消費者庁

が参画すること。
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フォローアップの方針①
⚫ 電気の規制料金の変更認可に係る消費者庁との協議を踏まえ、調達の効率化に向けて、2023～25年度

を「集中改善期間」とし、調達の効率化に向けて、当委員会で各事業者の取組をフォローアップしてい

く。

⚫ 具体的には、電気の規制料金の改定を行った大手電力７社について、事業者ごとに調達効率化に向けた

ロードマップの策定を求める。その上で、当委員会において、ロードマップの策定状況や、ロードマッ

プを踏まえた具体的な取組の進捗状況などを確認する。

⚫ 各事業者が策定したロードマップについては、競争に影響を与える項目を除いて、料金制度専門会合に

御報告し、公表する。

⚫ 料金制度専門会合では、各事業者が策定したロードマップや、それを踏まえた取組などについて、御議

論・御指摘をいただく。その際は、電力以外の他分野の知見を取り入れていくことで多角的な視点を確

保することを目指す。
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フォローアップの方針②
【ロードマップへの記載事項】

⚫ ロードマップは、「①現状の課題認識⇒②今後の取組方針⇒③具体的な取組」という構成とし、具体的

な取組については、選定の理由・見込まれる効果・効果測定の方法などを記載する。

⚫ ロードマップの策定に当たっては、短期的な取組だけでなく、中期的な取組を含め、聖域無く検討する。

また、これらの取組の検討範囲の規模感についても記載する。

【フォローアップの方法】

⚫ ロードマップの策定に当たっては、電力以外の他分野の知見を取り入れていくことが重要である。その

ため、他分野の調達の有識者から、当該分野における調達の取組事例などを聴取し、その内容を踏まえ

て、ロードマップの策定を進めていく。

⚫ ロードマップの策定状況などは、当委員会事務局が実施する事業者ヒアリングで確認していく。また、

当該ヒアリングについては、競争に影響を与える項目を除いて、実施日時や議事概要などを、料金制度

専門会合に御報告し、公表する。

⚫ なお、上記の事業者ヒアリングは、消費者庁も参画する形で実施する。
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今年度以降の対応
• 2024年度以降は、「ロードマップに織り込まれた効率化施策」の進捗状況を確認するとともに、実績

コストの推移もあわせて確認する。

• また、実績コストの推移の確認に当たって、「修繕費などの固定的な費目の合計額」に着目するととも

に、当該コスト水準の立ち位置を分かりやすくする観点から、査定額との比較を行いつつ、フォロー

アップを行う。
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３．規制料金制度に関する直近の動き

（１）調達改善に向けたフォローアップ

（２）規制料金の審査ルール改正に関する建議
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規制料金の審査ルールの改正に関する建議（2024年６月）
⚫ 2023年５月に認可された電気の規制料金（特定小売供給約款料金）の変更認可申請の審査の結果を踏

まえ、みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則（以下「料金算定規則」といいます。）な

どの審査ルールに関し、当面の対応としてアップデートが必要な点について検討を行った。

⚫ その結果、料金算定規則をはじめとする関係法令等について、所要の改正を行うよう経済産業大臣に建

議した。

経済産業大臣に対する建議事項（令和6年6月27日）

１．みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則の改正
みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則（平成28年経済産業省令第23号）について、別紙を踏まえて改正すること。

２．みなし小売電気事業者部門別収支計算規則の改正
みなし小売電気事業者部門別収支計算規則（平成28年経済産業省令第45号）について、別紙を踏まえて改正すること。

３．みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金審査要領の改正
みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金審査要領（電気事業法等の一部を改正する法律附則に基づく経済産業大臣の処分に係る審
査基準等（平成28年３月28日付け20160325資第12号）別添１）について、別紙を踏まえて改正すること。

４．その他
その他の関係法令等について、別紙を踏まえて、必要に応じて改正すること。
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個別論点の全体像（アップデート対象）
分野 論点 見直しの方向性（概要）

① 購入・販売電力料
◼ 容量拠出金・容量確保契約金額をはじ

めとした規定の明確化
◼ 容量拠出金・容量確保契約金額について、営業費・控除収益として、それぞれ織り込む旨を、

料金審査要領で明確化する。 など

② その他 ◼ 物価変動等への対応

◼ 料金審査要領の物価変動等に関する規定について、以下のとおり改正する。

✓ 「消費者物価及び雇用者所得等の変動見込みについては、過去の一連の傾向として、消費者
物価及び雇用者所得等が変動している場合であって、かつ、その傾向を合理的・客観的に評
価し、その評価結果を適切に原価に反映することが可能な場合は、原価に反映することとし、審
査に当たっては、当該反映の方法の適切性等を確認する。」

③ 人件費
◼ 出向者給与負担に関する審査の考え方

の明確化 など
◼ 発電・小売分野が自由競争の環境にあることから、他の電力会社などへの出向者については、

料金原価への算入を認めない旨を、料金審査要領に明記する。 など

④ 事業報酬

◼ 自己資本報酬率の算定方法
◼ β値について、各事業者の申請日の前月末を起点とした「直近10年間」を算定期間とする旨を、

料金審査要領に記載する。 など

◼ 他人資本報酬率の算定方法
◼ JERAも含めて他人資本報酬率を計算することをルール化するべく、料金算定規則などを改正

する。

◼ レートベースの算定に含める電気事業者
の範囲

◼ 発電事業者である特別関係事業者について、有価証券報告書上公表されている数値等をもと
に適正に算定した「レートベースに相当する資産」に、「グループ全体の合理的に算定した持分
比率」を乗じた金額を、事業報酬の算定過程に含める旨を、料金審査要領に記載する。 など

◼ 一般送配電事業における事業報酬に係
る文言見直し

◼ 「認可の申請をした」託送供給等約款に基づいて、規制料金の事業報酬の算定を行うことには
合理性があると考えられるため、当該算定を可能とするよう、料金算定規則を改正する。

⑤ 公租公課 ◼ 法人税等の算定方法
◼ 法人税等を各事業者の自己資本報酬相当額から逆算した額として算定するよう、料金算定規

則を改正する。

⑥ 費用の配賦 ◼ 沖縄電力と他電力との算定方法の統一
◼ 沖縄電力についても、「費用の配賦」を行う総原価は非NW費用に限定するべく、料金算定規

則を改正する。 など

⑦ その他
◼ 「責任及び費用の負担」に関する審査の

考え方の明確化
◼ 「責任に関する事項」については、みなし小売電気事業者の供給責任や損害賠償の免責事由

等に関する事項を審査する旨を、料金審査要領に記載する。
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（参考）事業報酬の概要①
⚫ 事業を継続的に実施するには、費用を適切に回収するのみならず、資金を円滑に調達する必要がある。

電気事業においては、発電設備等の形成にあたり巨額の資金を要するが、事業者がこの資金を調達する

ための費用を何らかの形で電気料金から回収できなければ、資金調達に支障が生じるため事業を継続す

ることができなくなる。

⚫ 企業は、①銀行等からの借り入れや社債の発行による調達（他人資本）、②株式の発行等による調達

（自己資本）のいずれかの手段により資金調達を行うところ、銀行・社債等の債権者が期待する負債利

子率や、株主が期待する利益率が見込まれる場合、当該企業は継続的かつ円滑に資金調達を実施するこ

とが可能となる。

⚫ そのため、電気事業法等の一部を改正する法律（改正法）附則で、これらの負債利子率等の適正水準に

相当する額について、「適正な利潤」（事業報酬）として電気料金から回収することを認めている。

⚫ その上で、事業報酬は、レートベース（事業資産の価値）に、事業報酬率（債権者や株主が期待するリ

ターン）を乗じることで算定される。

特定小売供給約款の変更認可申請に係る査定方針より抜粋
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（参考）事業報酬の概要②
⚫ かつては、支払利息・配当金額・利益準備金を積み上げることで、資金調達コストを算定していたが、

事業者ごとの資本構成の差異等によってコスト水準に差が出る点などを考慮して、能率的な経営のため

に必要かつ有効であると認められる事業資産の価値（レートベース）に、事業報酬率を乗じることで資

金調達コストを算定する「事業報酬制度」が、1960年に導入された。

特定小売供給約款の変更認可申請に係る査定方針より抜粋


